
労
働
基
準
法
改
正
シ
リ
ー
ズ
③

労
働
基
準
法
の
改
正
で
有
期
労
働
契
約
の
期
間
が

Ｑ
．

延
長
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
？

Ａ
．

原
則
１
年
が
３
年
へ
、
一
定
条
件

を
満
た
す
場
合
の
３
年
が
５
年
へ

と
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
契
約
の
期
間

が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

労
働
者
を
募
集
・
採
用
す
る
場
合
、
契
約
期
間
を
定

め
る
か
否
か
を
ま
ず
決
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

契
約
期
間
は
賃
金
と
と
も
に
労
働
条
件
を
決
定
づ
け
る

重
要
な
要
素
の
一
つ
だ
か
ら
で
す
。
契
約
期
間
を
定
め

る
か
否
か
は
会
社
側
の
裁
量
で
自
由
に
行
え
ま
す
。
一

般
的
に
は
正
社
員
、
月
給
者
等
は
『
期
間
の
定
め
の
無

い
労
働
契
約

、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
日
給
者
、
時
給

』

者
等
は
『
期
間
の
定
め
の
有
る
契
約

（
以
下
有
期
労

』

働
契
約
と
い
う
）
を
採
用
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
雇
用
形
態
の
多
様
化
に
よ
り
社
員
の
非
正

社
員
化
が
進
展
し
て
い
る
中
、
い
わ
ゆ
る
契
約
社
員
も

、

。

バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後

増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
ま
す

こ
の
『
有
期
労
働
契
約
』
は
労
使
双
方
に
と
っ
て
メ
リ

、

。

ッ
ト
が
あ
る
反
面

当
然
デ
メ
リ
ッ
ト
も
存
在
し
ま
す

期
間
の
定
め
の
有
る
・
無
し
で
当
然
、
法
的
規
制
も
大

き
く
違
っ
て
き
ま
す
。
会
社
側
か
ら
す
れ
ば
『
有
期
労

働
契
約
』
の
方
が
、
一
見
使
い
勝
手
が
良
さ
そ
う
に
見

え
ま
す
が
、
そ
の
分
制
約
も
受
け
ま
す
。
一
つ
の
会
社

内
に
お
い
て
様
々
な
雇
用
形
態
が
存
在
す
る
の
に
比
例

し
て
そ
の
適
用
を
受
け
る
法
的
規
制
も
複
雑
化
し
て
き

ま
す
。

●
有
期
労
働
契
約
期
間
の
上
限
の
延
長

（
契
約
期
間
）

第
１
４
条
１
項
の
改
正

【
旧
規
定
】

・
労
働
契
約
期
間
の
上
限
は
、
原
則
１
年
。

・
一
定
の
高
度
で
専
門
的
な
知
識
等
を
有
す
る
者
で
新

た
に
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
３
年
。

・
満
６
０
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
３
年
。

↓

【
改
正
後
】

・
労
働
契
約
期
間
の
上
限
は
、
原
則
３
年
。

・
一
定
の
高
度
で
専
門
的
な
知
識
等
を
有
す
る
者
に
つ

い
て
は
、
５
年
。

・
満
６
０
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
５
年
。

●
有
期
契
約
労
働
者
の
退
職

附
則
第
１
３
７
条
の
新
設

【
旧
取
扱
い
】

・
有
期
契
約
労
働
者
は
、
契
約
期
間
中
は
原
則
と
し
て

退
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

↓

【
新
設
後
】

・
１
年
以
上
の
期
間
を
定
め
る
有
期
契
約
労
働
者
は
、

労
働
契
約
が
１
年
を
経
過
し
た
日
以
後
は
い
つ
で
も

退
職
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
専
門
知
識
等
を
有
す

。

る
者
、
満
６
０
歳
以
上
の
者
等
を
除
く
）

●
有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更
新
及
び
雇
止
め
に
係
る
ル
ー
ル

第
１
４
条
２
項
、
３
項
の
新
設
、
告
知

※
Ｈ
１
２
．
１
２
．
２
８
基
発
７
７
９
号

【
旧
取
扱
い
】

・
契
約
の
更
新
の
有
無
、
判
断
基
準
の
説
明
に
努
め
る

・
１
年
以
上
継
続
勤
務
者
を
契
約
更
新
し
な
い
場
合
は

３
０
日
前
ま
で
の
予
告
に
努
め
る
。

・
１
年
以
上
継
続
勤
務
者
を
契
約
更
新
し
な
い
場
合
の

理
由
の
告
知
に
努
め
る
。

↓

【
改
正
後
】

、

、

・
使
用
者
は

契
約
の
締
結
時
に
契
約
の
更
新
の
有
無

契
約
を
更
新
す
る
場
合
又
は
し
な
い
場
合
の
判
断
基

準
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
使
用
者
は
、
雇
入
れ
後
１
年
を
超
え
て
継
続
雇
用
し

て
い
る
有
期
契
約
労
働
者
に
つ
い
て
、
雇
止
め
を
す

る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
３
０
日
前
ま
で
に
予
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
使
用
者
は
、
労
働
者
が
雇
止
め
の
理
由
の
明
示
を
請

求
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
文
書
で
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◆
留
意
点

有
期
契
約
は
、
民
法
６
２
８
条
に
よ
り
「
已
ム
コ
ト

得
サ
ル
事
由
」
が
な
け
れ
ば
原
則
中
途
解
約
は
認
め
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
残
存
期
間
に
つ
い
て
損
害
賠
償
請

求
の
対
象
に
も
な
り
労
使
共
に
拘
束
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
民
法
の
特
別
法
で
あ
る
労
働
基
準
法
で
は
附
則
第

１
３
７
条
に
お
い
て
、
１
年
経
過
後
の
無
条
件
解
約
権

を
労
働
者
側
だ
け
に
限
定
し
て
修
正
し
て
い
ま
す
（
専

門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
及
び
満
６
０
歳
以
上
の
者
が

締
結
す
る
契
約
を
除
く

。
例
え
ば
、
３
年
の
有
期
労

）

働
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
労
働
者
側
は
１
年
経
過
後

は
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
解
約
で
き
る
の
に
対
し
て
、

会
社
側
は

「
已
ム
コ
ト
得
サ
ル
事
由
」
が
な
い
限
り

、

３
年
間
拘
束
を
受
け
ま
す
。
ま
た
、
有
期
労
働
契
約
の

更
新
後
の
雇
い
止
め
は
、
前
回
説
明
し
た
「
解
雇
権
濫

用
法
理
」
の
類
推
適
用
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
１
日
の
所
定
労
働
時
間
の
視
点
か
ら
考
察
す

る
と
、
①
労
災
保
険
の
み
対
象
の
者
、
②
労
災
保
険
及

、

、

、

び
雇
用
保
険
の
対
象
の
者

③
労
災
保
険

雇
用
保
険

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
す
べ
て
対
象
の
者
と
、
大。

き
く
３
つ
の
保
険
加
入
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
ま
す

保
険
事
故
、
保
険
給
付
、
行
政
監
督
等
を
考
慮
し
た
場

合
、
前
述
し
た
損
害
賠
償
請
求
以
上
の
リ
ス
ク
も
当
然

発
生
し
得
ま
す
。
雇
用
の
調
整
弁
と
し
て
多
く
の
会
社

で
普
及
し
て
い
る
有
期
労
働
契
約
す
が
、
便
利
さ
の
反

面
、
様
々
な
リ
ス
ク
も
内
在
し
て
い
ま
す
。
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
に
対
す
る
社
会
保
険
加
入
の
議
論
の
行
方
も
迷

走
し
て
い
る
中
、
自
社
に
お
い
て
締
結
し
て
い
る
労
働

契
約
の
内
容
、
そ
れ
に
付
随
す
る
各
種
保
険
の
適
用
が

適
切
な
の
か
、
今
一
度
、
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
そ

う
で
す
。


